
電⼦申請・届け出システム

各種⼿続きの相談実施 図⾯等の資料提出

※占⽤、掘削、⾃費等 ※資料で分からない場合、来庁いただきます。
電⼦メールにて回答

協議「要」の場合、
協議書様式を送付

協議「要」の場合

電⼦メールにてやり取り

必要に応じて来庁打合せ

協議資料確認後

電⼦データにて提出

※原則、回答受領後に申請 電⼦メールにて回答

※占⽤、掘削、⾃費等

電⼦データにて提出

※申請者、施設課、⼟⽊事務所3者で現地⽴会

電⼦メールにて回答

施⼯
開始

施⼯開始※

※当初協議を⾏った内容から変更がある場合は施⼯を⾏う前までに変更協議を⾏ってください

施⼯
完了後

施⼯完了

完了届の提出
計測結果の報告

現地計測確認

回答受領
内部決裁等

回答
（２週間程度）

協議 協議書準備 協議打合せ

申請
協議書提出

内部決裁等回答
（１か⽉程度）

※回答時は⼟⽊事務所へ共有
⼿続き事前相談 回答受領

⼟⽊事務所 申請者 施設課

事前
相談

⼿続き事前相談 事前相談書提出
協議要否の判断
（１か⽉程度）

※回答時は⼟⽊事務所へ共有
回答受領


